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新型コロナウイルス感染症防止のための臨時休業について 

 

陽春の候、保護者の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、お子様の進学・進級に際し、これまで休校中の約一か月間準備をされてきたことと思

いますが、皆様ご存じの通り、松山市内小中学校では 4月 9日より再び約 2週間程度の臨時休

校の措置がとられました。子どもたちには、また長期の休みとなり、保護者の皆様には引き続

きご心配ご迷惑をおかけすることになりますが、感染拡大を防止するための措置として、ご理

解の程をよろしくお願いいたします。 

これからの臨時休校期間中、以下の内容をご確認いただき、ご家庭でも決まりを守って安

心・安全な毎日を過ごされるようご留意ください。 

 

記 

 

１ 休業中の生活について 

 

 〇 毎朝、検温をお願いします。（別紙：健康チェック表に記録）３７度以上の発熱や咳な

ど風邪のような症状がある場合は、自宅で休養します。 

 〇 感染症予防のため、常に、密集・密接・密着を避けて、人との距離を十分にとって行動

します。 

 〇 不要不急の外出は控えましょう。やむを得ない場合でも、人混みは避けます。 

 〇 早寝・早起きをして、朝ご飯をしっかり食べて健康な体をつくります。 

 〇 複数の友達と近づいて遊んだり、会食したりするのを避けます。 

 〇 外出時はマスクをして、感染防止のためにこまめな手洗い・咳エチケットを徹底します。 

〇 線路・踏切の近くや道路では遊びません。  

〇 体力つくりやストレス解消のため、安全面に配慮しながらのなわとびやジョギング・散

歩など、室内外での適度な日常的運動は必要です。 

〇 校区外やゲームセンターなどへは、子どもだけで勝手に行きません。外出したときは、

午後６時までには家に帰ります。 

〇 ゲームやタブレットは、時間を決めて使います。室内では換気を忘れずに行います。 

 

２ 休業中の学習について 

 

 〇 午前中に学習を進めます。（午前１０時までは遊びに出ません。） 

 〇 休校中に、ドリルなどで、前の学年の学習のまとめをしっかり復習しておきます。 

 〇 プリントなど学年で出された課題を、毎日計画的に進めましょう。こつこつ努力するこ

とが、新しい学年の学習を進めるための大きな力になります！ 

 〇 学習したことは、毎日のチェック表に記録していきましょう。 

 〇 長い時間を利用して、読書することも大切です。 

 

                  ＜ 裏面へ続く ＞ 



３ 提出物について 

 

 〇 例年、この時期に保護者に訂正をお願いしていた教育調査等の提出書類は、学校再開後

に改めて配布します。 

 〇 保険の案内を４月８日に児童に持ち帰らせます。申し込みは、学校再開時に子どもさん

に持たせてください。昨年度入会されている方は、自動更新となりますので、ご確認をお

願いします。入会を希望しない方は提出不要です。 

 

４ その他 

 

 〇 子どもが電話に出て、他人の電話番号などをたずねられることがあっても、教えないよ

うにします。不審電話については、ご家庭で十分に気を付けてください。 

 〇 例年実施しておりました家庭訪問は、行いません。お子様のことで何か相談内容等があ

れば、学校へ直接ご連絡ください。 

 〇 前回同様、休校中の安否確認のため学年ごとに電話連絡する予定です。 

 〇 特に、保護者の皆様も、首都圏や関西圏等の新型コロナウイルス感染者が多数発生して

いる地域への外出は、やむを得ない緊急の用務を除き、できるだけ控えるようお願いいた

します。 

日常生活において、引き続き万が一に備えて感染拡大予防対策に努めてください。 

  (※詳しくは、保健室からの配布資料「感染症予防対策について（お願い）」をご覧くだ

さい。) 

 〇 臨時休校中の児童預かりについては、別紙プリントをご確認ください。 

 

５ 学校再開に関して 

 

 〇 松山市での感染拡大の状況が見られることから、４月９日（木）から２週間程度を目途

に臨時休業とします。再開日は後日連絡しますが、今後の感染状況によっては、臨時休業

を延長することもあります。 

 〇 ４月に予定されていた参観日は実施しません。１年歩き方教室等の校内行事の日程は、

未定です。決まり次第ご連絡します。 

 〇 給食開始については、学校再開が決定しましたらお知らせします。その際は、給食マス

クを必ず持たせてください。 

 

〇 臨時休業中の学校からのお知らせは、学校ホームページやＭＡＣメールで行います。定

期的にチェックし確認していただきますようお願いします。 

 

〇 風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ

（呼吸困難）がある場合は、相談窓口（９０９－３４８３）に連絡の上、必ず学校にもご

連絡ください。 

         ※ 現在は、愛媛県と松山市の合同で開設した電話相談窓口となっております 

〇 臨時休業中、お子様のことで相談がある場合は、学校までご連絡ください。 

  （松山市立新玉小学校 ☎９４１―１４４９） 

 


